（様式3）
誓　約　書

渡嘉敷村が実施する「外国人観光客受入・窓口対応における労働者派遣業務」の公募型プロポーザルに参加するに当たり、下記の事項を誓約して、企画提案書等の必要書類の提出を行います。
また、万一これに違反した場合には、選定対象からの除外及び指名停止処分を受けても、一切の異議はありません。

記

１．地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当する者ではないこと。

２．会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立て又は破産法（平成16年法律第75号）に基づく破産手続開始の申立てをしている者ではないこと。

３．暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員及び警察当局から排除要請がある団体並びにそれらの利益となる活動を行う者のいずれにも該当しないこと。

４．提案内容等に虚偽の記載を行わないこと。

５．落札後に提案内容の変更及び代替提案の申出を行わないこと。

６．その他、渡嘉敷村に対して不利益となることを行わないこと。

令和　　年　　月　　日

渡嘉敷村長　新里　武広　殿
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